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公布された法令のあらまし 

 

◎職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（人

事委員会規則第７号） 

 官公署出頭のための休暇の対象範囲拡充のため、所要の整備を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

令和８年６月19日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 大久保 和 代     

兵庫県人事委員会規則第７号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改

正する規則 

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年兵庫県人事委員会規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

第17条第１項第２号中「参考人」の右に「、被害者参加人」を加える。 

（会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正） 

第２条 会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第62条第１項第２号中「参考人」の右に「、被害者参加人」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年６月19日から施行する。 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和８年６月19日 金曜日 号  外 


